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      資料 
 
 
 

１ 橋本市障害者施策推進協議会条例 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 36 条第 4 項の規定に基づき、

橋本市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（専門委員） 

第３条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱される

ものとする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 18 年３月１日から施行する。 

附 則(平成 25 年３月 11 日条例第８号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 橋本市障害者施策推進協議会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

氏   名 所属団体等 備   考 

河合 馨 社会福祉法人紀之川寮 悠久の杜 会長 

山本 紀子 橋本市障害児者父母の会 会長代理 

三反田 多香子 和歌山県立きのかわ支援学校   

石井 美保 伊都振興局健康福祉部保健福祉課   

上野山 勲 橋本公共職業安定所   

奥野 孝 橋本市医師会   

萩野 雅洋 高野口医師会   

廣岡 慶三 橋本市区長連合会   

亀谷 忠 
橋本市民生委員児童委員協議会 

障害者福祉部会 
  

 井 幸男 橋本市身体障害者連盟 肢体部会   

喜多 晃 橋本市身体障害者連盟 視覚部会   

谷口 作男 橋本市身体障害者連盟 聴覚部会   

 野 敬之 
伊都郡・橋本市精神障害者家族会希望の会 

橋本支部 
  

上好 久子 社会福祉法人ゆたか会 リハビリ橋本   

稲葉 亜紀子 社会福祉法人筍憩会 あるぺじお   

鈴木 寛 社会福祉法人橋本福祉会 夢あじさい   

井川 紀幸 社会福祉法人椋の樹福祉会 むくのき   
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